
 

 

介護保険法に基づく行政処分について 

 

介護保険法第６９条の３９第２項第１号の規定により、介護支援専門員に対する行政処分

を行いました。 

 

１ 対象者 

介護支援専門員 男性 ５０代 

 

２ 処分の内容 

  介護支援専門員の登録の消除 

 

３ 登録消除年月日 

  令和８年５月１５日 

 

４ 理由 

介護保険法第６９条の３４（介護支援専門員の義務）及び同法第６９条の３６（信用

失墜行為の禁止）に違反したため。 

  これは、対象者が居宅介護支援事業所（令和８年１月３１日付けで指定取消）の介護

支援専門員として勤務していた際、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準」違反を行うとともに、居宅介護支援費の不正請求に関与した事実が認められた

ことによる。 

 

令和８年５月１５日 

健康福祉部福祉局 

介護高齢課 企画・介護保険係 

電話：027-226-2581 内線：2581 


